


用 語 用語の意味

1.電気通信設備 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備

2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気
通信設備を他人の通信の用に供すること

3.電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を
行った者

4.電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送設備及びこれと
一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備

5.ミタストAirサービス網

主としてデータ通信用に供することを目的としてインターネッ
トプロコトルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線
設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び
これと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
をいいます。以下、同じとします。）

6.ミタストAirサービス ミタストAirサービス網を使用して行う電気通信サービス

7.ミタストAirサービス
   取扱所

1　ミタストAirサービスに関する業務を行う当社の事業所
2　当社の委託によりミタストAirサービスに関する契約事務を
     行う者の事業所

8.契約 当社からミタストAirサービスの提供を受けるための契約

9.契約者 当社と契約を締結している者

10.無線機器
ミタストAirサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及び
わが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使
用されるアンテナ設備及び無線送受信裝置

11.無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備

12.契約者回線 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との
間に設定される電気通信回線

13.自営端末設備 契約者が設置する端末設備

14.端末機器
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26
日)総務省令第15号（以下「技術基準適合認定規則」といいます。）
第3条で定める 種類の端末設備の機器

15.自営電気通信設備 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電
気通信設備であって、端末設備以外のもの

16.特定SIMカード
電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、
ミタストAirサービスの提供を受けるために、当社又は当社以外
の者が提供するもの

17.認証情報 ミタストAirサービスの提供に際して契約者を識別するための情報
であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの

18.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通
信事業者

19.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準

20.消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第
226号)及び 同法の規定に基づき課税される地方消費税の額



 機関名

 気象機関　　　　　　　　　　　　　　　　　水防機関
 消防機関　　　　　　　　　　　　　　　　　災害救助機関
 秩序の維持に直接関係がある機関　　　　　　防衛に直接関係がある機関
 海上の保安に直接関係がある機関　　　　　　輸送の確保に直接関係がある機関
 通信役務の提供に直接関係がある機関　　　　電力の供給の確保に直接関係がある機関
 ガスの供給の確保に直接関係がある機関　　　水道の供給の確保に直接関係がある機関
 選挙管理機関　　　　　　　　　　　　　　　新聞社、放送事業者及び通信社の機関
 預貯金業務を行う金融機関　　　　　　　　　国または地方公共団体の機関







第2 手数料
1.   手続きに関する料金

項　目 内　容 料　金

新規加入手数料 初回登録時のみ 3,300円（3,000円）

2.   書面発行に関する料金

項　目 内　容 料　金

請求書発行手数料
利用明細などの個別発行、
郵送が対象となり、1通あたり
の料金です。

110円（100円）

3.   その他料金

項　目 内　容 料　金

違約金
利用開始より6か月以内で契
約を解除するときに支払いを
要する料金

月額利用料×残余期間

※残余期間とは、最低利用期
間より暦月を経過した月数を
差し引いた月数を指します。

機器損害金 本体（据置型ルータタイプ）
SIMカード

22,000円（20,000円）
3,300円（3,000円）

項　目 料　金

基本料 3,190円(2,900円)/月






